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（3）高校生・大学生向けＤＶ予防教育事業
交際間における暴力防止に関する講話等

（2）中学生向けＤＶ予防教育事業
暴力(デートＤＶや性暴力等)の予防や良好な人間関係の構築等に関する講話等

（1）小学生向けＤＶ予防教育事業（主に5.6年生）

ＤＶ等暴力予防教育事業

良好な友人関係、暴力の予防等に関する講話等

【事業の目的】
ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）は、婚姻関係にあるか否かに関わらず、
また、世代、年齢や性別を問わず発生している。
これらを未然に防止するには、暴力のない対等な関係が大切であることに
気づかせ、人権意識を高めることが重要である。
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（１）小学生向けＤＶ予防教育事業
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【小学生：理解度】 93.5％

よくわかった 444人
まあまあわかった 255人
あまりわからなかった 20人
わからなかった 5人
無回答 23人

合計 747人 59.4%34.1%

2.7%
0.7%

3.1%

実施校数：12校（令和3年10月末時点）
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（２）中学生向けＤＶ予防教育事業
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【中学生：理解度】 91.9％

51.2%
40.7%

2.4%
0.5%

5.2%

よく理解できた 578人
まあまあ理解できた 460人
あまり理解できなかった 27人
理解できなかった 6人
無回答 59人

合計 1,130人

実施校数：11校（令和3年10月末時点）
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（３）高校生・大学生向けＤＶ予防教育事業
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よく理解できた 881人
まあまあ理解できた 468人
あまり理解できなかった 17人
理解できなかった 4人
無回答 8人

合計 1,378人

【高校生・大学生等：理解度】 97.9％

63.9%

34.0%

1.2%
0.3%

0.6%

実施校数：５校（令和3年10月末時点）
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性暴力救援センター・さが
性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

0952-26-1750 又は #8891（全国共通番号）
は や く ワンストップ

さ
が

m
ir

a
i

・配偶者以外の人から
・過去２年以内に、性暴力被害を受けた
・県内在住の女性及び15歳以下の男性

但し、急性期の医療支援については、
居住地、被害地に関わらず
被害者支援の対象とする（R3.3.1から）

※配偶者からの被害及び２年を過ぎた被害の相談については、
アバンセ女性総合相談又は男性総合相談等を案内

さがmiraiの対象者についてさがmiraiの対象者について

さ
が

m
ir

a
i

さがmiraiの支援内容についてさがmiraiの支援内容について

相談支援
・性暴力救援センター・さが（さがmirai）

（女性のメディカルソーシャルワーカー）
・佐賀県ＤＶ総合対策センター

（女性総合相談員）

医療支援
・佐賀県医療センター好生館【拠点病院】

（産婦人科、外科、精神科、小児科、小児外科）
・県内４つの産婦人科【連携病院】

さ
が

m
ir

a
i

精神的支援
・佐賀県公認心理師協会会員の公認心理師又は
臨床心理士によるカウンセリング

法的支援
・佐賀県弁護士会会員の弁護士に繋ぐ


